
 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

平成３１年３月２５日 

                     四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第１４号 

   四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  

第１条 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例（昭和５２年四日市市条例第

３１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（利用料金） （利用料金） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 前項に定める利用料金の額は、別表第

２から別表第５までに定める額の範囲

内において指定管理者があらかじめ市

長の承認を得て定める額とする。ただ

し、設備器具及び備付物品については、

４，３２０円以内の範囲内で指定管理者

があらかじめ市長の承認を得て定める

額とする。 

２ 前項に定める利用料金の額は、別表第

２から別表第５までに定める額の範囲

内において指定管理者があらかじめ市

長の承認を得て定める額とする。ただ

し、設備器具及び備付物品については、

４，２００円以内の範囲内で指定管理者

があらかじめ市長の承認を得て定める

額とする。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

 

第２条 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

別表第２（第７条関係） 

専用利用料金の上限額 

 

名称 使用 区分 

使用時間及び期間  

 午前（午

前９時か

ら正午ま

午後（午後

１時から午

後４時３０

夜間（午後

５時３０

分から午

全日（午

前９時か

ら午後９

 



で） 分まで） 後９時ま

で） 

時まで） 

  （略）  

 楠テニスコート  （略）  

 霞ケ浦プール  （略） 午前９時から午後６時まで 

１時間につき 

５０ｍプール ３，２４０円 

その他プール １，９４０円 

 

 温水プール  （略）  

  （略）  

備考 （略） 

 

改正前 

別表第２（第７条関係） 

専用利用料金の上限額 

 

名称 使用 区分 

使用時間及び期間  

 午前（午

前９時か

ら正午ま

で） 

午後（午後

１時から午

後４時３０

分まで） 

夜間（午後

５時３０

分から午

後９時ま

で） 

全日（午

前９時か

ら午後９

時まで） 

 

  （略）  

 楠テニスコート  （略）  

 霞ケ浦プール  （略） 午前９時から午後７時まで 

１時間につき 

５０ｍプール ３，２４０円 

その他プール １，９４０円 

 

 温水プール  （略）  

  （略）  

備考 （略） 

 



改正後 

別表第３（第７条関係） 

個人利用料金の上限額（普通使用券） 

 名称 使用時間 使用区分 備考  

 一般 中学生以下  

 （略） （略）  

 松原テニスコート  （略）  

 霞ケ浦プール 午前９時から 

午後６時まで 

（略）  

 温水プール  （略）  

 （略）  

備考 （略） 

 

改正前 

別表第３（第７条関係） 

個人利用料金の上限額（普通使用券） 

 名称 使用時間 使用区分 備考  

 一般 中学生以下  

 （略）  （略）  

 松原テニスコート  （略）  

 霞ケ浦プール 午前１０時から 

午後７時まで 

（略）  

 温水プール  （略）  

 （略）  

備考 （略） 

 

第３条 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（利用料金） （利用料金） 

第７条 （略） 第７条 （略） 



２ 前項に定める利用料金の額は、別表第

２から別表第５までに定める額の範囲

内において指定管理者があらかじめ市

長の承認を得て定める額とする。ただ

し、設備器具及び備付物品については、

４，４００円以内の範囲内で指定管理者

があらかじめ市長の承認を得て定める

額とする。 

２ 前項に定める利用料金の額は、別表第

２から別表第５までに定める額の範囲

内において指定管理者があらかじめ市

長の承認を得て定める額とする。ただ

し、設備器具及び備付物品については、

４，３２０円以内の範囲内で指定管理者

があらかじめ市長の承認を得て定める

額とする。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

 

改正後 

別表第２（第７条関係） 

専用利用料金の上限額 

 名称 使用 区分 使用時間及び期間  

 午前（午前

９時から

正午まで） 

午後（午後

１時から

午後４時

３０分ま

で） 

夜間（午後

５時３０

分から午

後９時ま

で） 

全日（午前

９時から

午後９時

まで） 

 

 中央第

２体育

館 

  

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

４，５１０

円 

６，７１０

円 

８，９１０

円 

１８，０４

０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

９，９００

円 

１４，８５

０円 

１９，８０

０円 

４０，１５

０円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

２２，３３

０円 

３３，４４

０円 

４４，５５

０円 

９０，２０

０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで ４１２，５００円  



 霞ケ浦

体育館 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

２，３１０

円 

３，４１０

円 

４，６２０

円 

９，２４０

円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

５，１５０

円 

７，５９０

円 

１０，２５

０円 

２０，５２

０円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

１１，５７

０円 

１７，０７

０円 

２３，１０

０円 

４６，２０

０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで ２１１，９７０円  

 霞ケ浦

弓道場 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

１，５４０

円 

２，３１０

円 

３，０８０

円 

６，１６０

円 

 

 楠多目

的運動

場 

アマチ

ュアス

ポーツ 

 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後９時まで（ただし、４月１日か

ら１０月３１日までは午前６時から午後９時ま

で） 

１時間につき ４４０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで（ただし、４月１日か

ら１０月３１日までは午前６時から午後９時ま

で） 

１時間につき ９８０円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後９時まで（ただし、４月１日か

ら１０月３１日までは午前６時から午後９時ま

で） 

１時間につき ２，２００円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで（ただし、４月１日か

ら１０月３１日までは午前６時から午後９時ま

で） 

１時間につき １０，０９０円 

 



 楠体育

館アリ

ーナ 

アマチ

ュアス

ポーツ 

 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後９時まで 

全面１時間につき ９５０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで 

全面１時間につき ２，０９０円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後９時まで 

全面１時間につき ４，７２０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで 

全面１時間につき ２１，６４０円 

 

 楠体育

館武道

場 

アマチ

ュアス

ポーツ 

 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後９時まで 

１時間につき ４７０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで 

１時間につき １，０５０円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後９時まで 

1時間につき ２，３５０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで 

1時間につき １０，８１０円 

 

 三滝武

道館 

柔道場 

剣道場 

アマチ

ュアス

ポーツ 

 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

１，９８０

円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

２，９７０

円 

（午後５

時から午

後９時ま

で）１時間

につき 

１，１００

円 

８，３６０

円 

 



 入場料金の

類を徴する

場合 

４，４００

円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

６，６００

円 

（午後５

時から午

後９時ま

で） 

８，８００

円 

１７，８２

０円 

 

  アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

９，９００

円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

１４，８５

０円 

（午後５

時から午

後９時ま

で） 

１９，８０

０円 

４０，０４

０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで １１０，０００円  

 三滝相

撲場 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

９９０円 （午後１

時から午

後５時ま

で） 

１，４９０

円 

  

 中央陸

上競技

場 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

５，９４０

円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

８，９１０

円 

（午後６

時から午

後９時ま

で） 

５，９４０

円 

（午前９

時から午

後９時ま

で） 

１８，７１

０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

１３，２０

０円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

（午後６

時から午

後９時ま

で） 

（午前９

時から午

後９時ま

で） 

 



１９，８０

０円 

１３，２０

０円 

４１，５８

０円 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

２９，７０

０円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

４４，５５

０円 

（午後６

時から午

後９時ま

で） 

２９，７０

０円 

（午前９

時から午

後９時ま

で） 

９３，５６

０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで ４３０，３３０円  

 霞ケ浦

第１野

球場 

 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後５時まで（ただし、４月１日か

ら１０月３１日までは午前６時から午後９時ま

で）  

２時間につき ３，３００円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

１３，２０

０円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

１９，８０

０円 

（午後５

時から午

後９時ま

で） 

２６，４０

０円 

（午前９

時から午

後９時ま

で） 

５３，４６

０円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

２９，７０

０円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

４４，５５

０円 

（午後５

時から午

後９時ま

で） 

５９，４０

０円 

（午前９

時から午

後９時ま

で） 

１２０，２

３０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで １６５，０００円  

  （略）  



 霞ケ浦

第２野

球場 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後５時まで 

（ただし、４月１日から１０月３１日までは午前

６時から午後７時まで） 

２時間につき １，９８０円 

 

 松原野

球場 

 

 北条野

球場 

 

 三滝テ

ニスコ

ート 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ５３０円 

 

 松原テ

ニスコ

ート 

１面につ

き 

１，５４０

円 

（午後１

時から午

後５時ま

で）１面に

つき 

２，３１０

円 

 （午前９

時から午

後５時ま

で）１面に

つき 

３，４１０

円 

 

 楠テニ

スコー

ト 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ５３０円 

 

 霞ケ浦

プール 

午前９時から午後６時まで 

１時間につき 

５０ｍプール ３，３００円 

その他プール １，９８０円 

 

 温水プ

ール 

  午前９時から正午まで 

１時間につき ７，９２０円 

 

 霞ケ浦

運動用

舟艇場

１箇月 

（歴月をもって計算し

端数のある場合は、１箇

屋内 ３，９６０円 

屋外 １，６５０円 

１艇につき係留施設 

 



（艇庫

及び係

留施

設） 

月とする。） 艇長９メートル未満 

８，２５０円 

艇長９メートル以上 

１１，０００円 

 鈴鹿川

ラグビ

ー・サ

ッカー

場 

１，１００

円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

１，６５０

円 

ただし、４月１日から１

０月３１日までは午前

６時から午前８時まで

及び午後５時から午後

７時まで 

１時間につき ３３０

円 

 

 鈴鹿川

河原田

野球場 

午前９時から午後５時まで 

（ただし、４月１日から１０月３１日までは午前

６時から午後７時まで） 

２時間につき ８８０円 

 

 鈴鹿川

河原田

ソフト

ボール

場 

 

 鈴鹿川

グラウ

ンドゴ

ルフ場 

  １，１００

円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

１，６５０

円 

ただし、４月１日から１

０月３１日までは午前

６時から午前８時まで

及び午後５時から午後

７時まで 

1時間につき ３３０円 

 

 垂坂ソ

フトボ

ール場 

  午前９時から午後５時まで 

（ただし、４月１日から１０月３１日までは午前

６時から午後７時まで） 

１面２時間につき ８８０円 

 

 垂坂サ

ッカー

アマチ

ュアス

入場料金の

類を徴しな

１面につ

き 

（午後１

時から午

ただし、４月１日から１

０月３１日までは午前

 



場 ポーツ い場合 １，３２０

円 

後５時ま

で） 

１面につ

き 

１，７６０

円 

６時から午前８時まで

及び午後５時から午後

７時まで 

１面１時間につき ４

４０円 

 本郷河

川敷グ

ラウン

ド 

午前９時から午後５時まで 

（ただし、４月１日から１０月３１日までは午前

６時から午後７時まで） 

１面につき１時間 ３３０円 

 

 四

日

市

テ

ニ

ス

セ

ン

タ

ー 

屋

外

コ

ー

ト 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ７００円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 １，４１０円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ３，５２０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 １４，０８０円 

 

 屋

根

付

コ

ー

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ９６０円 

 

 入場料金の 午前６時から午後９時まで  



ト 類を徴する

場合 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 １，９１０円 

  アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ４，７９０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 １９，１４０円 

 

 サ

ブ

セ

ン

タ

ー

コ

ー

ト 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 １，０６０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ２，１１０円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ５，２８０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ２１，１２０円 

 

  セ

ン

タ

ー

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 １，４１０円 

 



  コ

ー

ト 

入場料金の

類を徴する

場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ２，８２０円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、12月１日から翌年２月末日までは午前

７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ７，０４０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ２８，１６０円 

 

 中

央

フ

ッ

ト

ボ

ー

ル

場 

Ａ

フ

ィ

ー

ル

ド

Ｂ

フ

ィ

ー

ル

ド

Ｃ

フ

ィ

ー

ル

ド 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後９時まで 

（ただし、４月１日から１０月３１日までは午前

６時から午後９時まで） 

１時間につき ３，０６０円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後９時まで 

（ただし、４月１日から１０月３１日までは午前

６時から午後９時まで） 

１時間につき １５，２９０円 

 

 桜テニスコート 午前９時から午後５時まで  



１面１時間につき ５３０円 

 桜多目的広場 午前９時から午後５時まで 

１面１時間につき ４４０円 

 

備考 （略） 

 

改正前 

別表第２（第７条関係） 

専用利用料金の上限額 

 名称 使用 区分 使用時間及び期間  

 午前（午前

９時から

正午まで） 

午後（午後

１時から

午後４時

３０分ま

で） 

夜間（午後

５時３０

分から午

後９時ま

で） 

全日（午前

９時から

午後９時

まで） 

 

 中央第

２体育

館 

  

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

４，４３０

円 

６，５９０

円 

８，７５０

円 

１７，７１

０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

９，７２０

円 

１４，５８

０円 

１９，４４

０円 

３９，４２

０円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

２１，９２

０円 

３２，８３

０円 

４３，７４

０円 

８８，５６

０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで ４０５，０００円  

 霞ケ浦

体育館 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

２，２７０

円 

３，３５０

円 

４，５４０

円 

９，０７０

円 

 

 入場料金の

類を徴する

５，０５０

円 

７，４５０

円 

１０，０７

０円 

２０，１４

０円 

 



場合 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

１１，３６

０円 

１６，７６

０円 

２２，６８

０円 

４５，３６

０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで ２０８，１２０円  

 霞ケ浦

弓道場 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

１，５１０

円 

２，２７０

円 

３，０２０

円 

６，０５０

円 

 

 楠多目

的運動

場 

アマチ

ュアス

ポーツ 

 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後９時まで（ただし、４月１日か

ら１０月３１日までは午前６時から午後９時ま

で） 

１時間につき ４３０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで（ただし、４月１日か

ら１０月３１日までは午前６時から午後９時ま

で） 

１時間につき ９６０円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後９時まで（ただし、４月１日か

ら１０月３１日までは午前６時から午後９時ま

で） 

１時間につき ２，１６０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで（ただし、４月１日か

ら１０月３１日までは午前６時から午後９時ま

で） 

１時間につき ９，９００円 

 

 楠体育

館アリ

ーナ 

アマチ

ュアス

ポーツ 

 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後９時まで 

全面１時間につき ９３０円 

 

 入場料金の

類を徴する

午前９時から午後９時まで 

全面１時間につき ２，０５０円 

 



場合 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後９時まで 

全面１時間につき ４，６３０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで 

全面１時間につき ２１，２４０円 

 

 楠体育

館武道

場 

アマチ

ュアス

ポーツ 

 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後９時まで 

１時間につき ４６０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで 

１時間につき １，０３０円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後９時まで 

１時間につき ２，３１０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで 

１時間につき １０，６２０円 

 

 三滝武

道館 

柔道場 

剣道場 

アマチ

ュアス

ポーツ 

 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

１，９４０

円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

２，９２０

円 

（午後５

時から午

後９時ま

で）１時間

につき 

１，０８０

円 

８，２１０

円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

４，３２０

円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

６，４８０

（午後５

時から午

後９時ま

で） 

８，６４０

１７，５０

０円 

 



円 円 

  アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

９，７２０

円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

１４，５８

０円 

（午後５

時から午

後９時ま

で） 

１９，４４

０円 

３９，３１

０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで １０８，０００円  

 三滝相

撲場 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

９７０円 （午後１

時から午

後５時ま

で） 

１，４６０

円 

  

 中央陸

上競技

場 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

５，８３０

円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

８，７５０

円 

（午後６

時から午

後９時ま

で） 

５，８３０

円 

（午前９

時から午

後９時ま

で） 

１８，３７

０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

１２，９６

０円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

１９，４４

０円 

（午後６

時から午

後９時ま

で） 

１２，９６

０円 

（午前９

時から午

後９時ま

で） 

４０，８２

０円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

入場料金の

類を徴しな

い場合 

２９，１６

０円 

（午後１

時から午

後５時ま

（午後６

時から午

後９時ま

（午前９

時から午

後９時ま

 



以外 で） 

４３，７４

０円 

で） 

２９，１６

０円 

で） 

９１，８５

０円 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで ４２２，５１０円  

 霞ケ浦

第１野

球場 

 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後５時まで（ただし、４月１日か

ら１０月３１日までは午前６時から午後９時ま

で）  

２時間につき ３，２４０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

１２，９６

０円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

１９，４４

０円 

（午後５

時から午

後９時ま

で） 

２５，９２

０円 

（午前９

時から午

後９時ま

で） 

５２，４９

０円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

２９，１６

０円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

４３，７４

０円 

（午後５

時から午

後９時ま

で） 

５８，３２

０円 

（午前９

時から午

後９時ま

で） 

１１８，０

４０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前９時から午後９時まで １６２，０００円  

  （略）  

 霞ケ浦

第２野

球場 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後５時まで 

（ただし、４月１日から１０月３１日までは午前

６時から午後７時まで） 

２時間につき １，９４０円 

 

 松原野

球場 

 



 北条野

球場 

 

 三滝テ

ニスコ

ート 

  午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ５２０円 

 

 松原テ

ニスコ

ート 

１面につ

き 

１，５１０

円 

（午後１

時から午

後５時ま

で）１面に

つき 

２，２７０

円 

 （午前９

時から午

後５時ま

で）１面に

つき 

３，３５０

円 

 

 楠テニ

スコー

ト 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ５２０円 

 

 霞ケ浦

プール 

午前９時から午後６時まで 

１時間につき 

５０ｍプール ３，２４０円 

その他プール １，９４０円 

 

 温水プ

ール 

  午前９時から正午まで 

１時間につき ７，７８０円 

 

 霞ケ浦

運動用

舟艇場

（艇庫

及び係

留施

設） 

１箇月 

（歴月をもって計算し

端数のある場合は、１箇

月とする。） 

屋内 ３，８９０円 

屋外 １，６２０円 

１艇につき係留施設 

艇長９メートル未満 

８，１００円 

艇長９メートル以上 

１０，８００円 

 

 鈴鹿川 １，０８０ （午後１ ただし、４月１日から１  



ラグビ

ー・サ

ッカー

場 

円 時から午

後５時ま

で） 

１，６２０

円 

０月３１日までは午前

６時から午前８時まで

及び午後５時から午後

７時まで 

１時間につき ３２０

円 

 鈴鹿川

河原田

野球場 

午前９時から午後５時まで 

（ただし、４月１日から１０月３１日までは午前

６時から午後７時まで） 

２時間につき ８６０円 

 

 鈴鹿川

河原田

ソフト

ボール

場 

 

 鈴鹿川

グラウ

ンドゴ

ルフ場 

  １，０８０

円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

１，６２０

円 

ただし、４月１日から１

０月３１日までは午前

６時から午前８時まで

及び午後５時から午後

７時まで 

１時間につき ３２０

円 

 

 垂坂ソ

フトボ

ール場 

  午前９時から午後５時まで 

（ただし、４月１日から１０月３１日までは午前

６時から午後７時まで） 

１面２時間につき ８６０円 

 

 垂坂サ

ッカー

場 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

１面につ

き 

１，３００

円 

（午後１

時から午

後５時ま

で） 

１面につ

き 

ただし、４月１日から１

０月３１日までは午前

６時から午前８時まで

及び午後５時から午後

７時まで 

１面１時間につき ４

 



１，７３０

円 

３０円 

 本郷河

川敷グ

ラウン

ド 

午前９時から午後５時まで 

（ただし、４月１日から１０月３１日までは午前

６時から午後７時まで） 

１面につき１時間 ３２０円 

 

 四

日

市

テ

ニ

ス

セ

ン

タ

ー 

屋

外

コ

ー

ト 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ６９０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 １，３８０円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ３，４５０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 １３，８００円 

 

 屋

根

付

コ

ー

ト 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ９４０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 １，８８０円 

 

  アマチ 入場料金の 午前６時から午後９時まで  



ュアス

ポーツ

以外 

類を徴しな

い場合 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ４，７００円 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 １８，８００円 

 

 サ

ブ

セ

ン

タ

ー

コ

ー

ト 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 １，０４０円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ２，０８０円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ５，２００円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ２０，８００円 

 

  セ

ン

タ

ー

コ

ー

ト 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 １，３８０円 

 

  入場料金の

類を徴する

場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ２，７６０円 

 



 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ６，９００円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

午前６時から午後９時まで 

（ただし、１２月１日から翌年２月末日までは午

前７時から午後９時まで） 

１面につき１時間 ２７，６００円 

 

 中

央

フ

ッ

ト

ボ

ー

ル

場 

Ａ

フ

ィ

ー

ル

ド

Ｂ

フ

ィ

ー

ル

ド

Ｃ

フ

ィ

ー

ル

ド 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後９時まで 

（ただし、４月１日から１０月３１日までは午前

６時から午後９時まで） 

１時間につき ３，０００円 

 

 アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料金の

類を徴しな

い場合 

午前９時から午後９時まで 

（ただし、４月１日から１０月３１日までは午前

６時から午後９時まで） 

１時間につき １５，０００円 

 

 桜テニスコート 午前９時から午後５時まで 

１面１時間につき ５２０円 

 

 桜多目的広場 午前９時から午後５時まで 

１面１時間につき ４３０円 

 

備考 （略） 

 



改正後 

別表第３（第７条関係） 

個人利用料金の上限額（普通使用券） 

名称 使用時間 使用区分 備考 

一般 中学生 

（略） （略） 

温水プール 午後１時から 

午後８時まで 

４４０円 １２０円 

（略） 

備考 （略） 

 

改正前 

別表第３（第７条関係） 

個人利用料金の上限額（普通使用券） 

名称 使用時間 使用区分 備考 

一般 中学生 

（略） （略） 

温水プール 午後１時から 

午後８時まで 

４３０円 １２０円 

（略） 

備考 （略） 

 

改正後 

別表第４（第７条関係） 

回数使用券の上限額 

種別 
使用区分 

備考 
一般 中学生以下 

温水プール回数使用券 

（６枚つづり） 

有効期間 ６箇月 

２，２００円 ６００円 

 

（略） 
 



備考 （略） 

 

改正前 

別表第４（第７条関係） 

回数使用券の上限額 

種別 
使用区分 

備考 
一般 中学生以下 

温水プール回数使用券 

（６枚つづり） 

有効期間 ６箇月 

２，１５０円 ６００円 

 

 （略） 
 

備考 （略） 

 

改正後 

別表第５（第７条関係） 

会議室利用料金の上限額 

名称 

使用区分 

午前 

（午前９時

から正午ま

で） 

午後 

（午後１時

から午後５

時まで） 

夜間 

（午後５時

３０分から

午後９時ま

で） 

全日 

（午前９時

から午後９

時まで） 

中央陸上競技場会議室 ４４０円 ６６０円 ８８０円 １，５４０

円 

霞ケ浦第１野球場会議室 ６６０円 ９９０円 １，４３０

円 

２，４２０

円 

霞ケ浦第２野球場会議室 ３３０円 ４４０円 ６６０円 １，１００

円 

三滝武道館 ６６０円 ９９０円 １，４３０

円 

２，４２０

円 

 （略） 
 



備考 （略） 

 

改正前 

別表第５（第７条関係） 

会議室利用料金の上限額 

名称 

使用区分 

午前 

（午前９時

から正午ま

で） 

午後 

（午後１時

から午後５

時まで） 

夜間 

（午後５時

３０分から

午後９時ま

で） 

全日 

（午前９時

から午後９

時まで） 

中央陸上競技場会議室 ４３０円 ６５０円 ８６０円 １，５１０

円 

霞ケ浦第１野球場会議室 ６５０円 ９７０円 １，４００

円 

２，３８０

円 

霞ケ浦第２野球場会議室 ３２０円 ４３０円 ６５０円 １，０８０

円 

三滝武道館 ６５０円 ９７０円 １，４００

円 

２，３８０

円 

 （略） 
 

備考 （略） 

 

第４条 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正後 



別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

 （略） 

四日市市霞ケ浦第２野球場（以下「霞ケ浦第２野球場」とい

う。） 

〃  

四日市市霞ケ浦第３野球場（以下「霞ケ浦第３野球場」とい

う。） 

〃  

四日市市霞ケ浦プール（以下「霞ケ浦プール」という。） 〃  

 （略） 
 

 

改正前 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

 （略） 

四日市市霞ケ浦第２野球場（以下「霞ケ浦第２野球場」とい

う。） 

〃  

四日市市霞ケ浦プール（以下「霞ケ浦プール」という。） 〃  

 （略） 
 

 

改正後 

別表第２（第７条関係） 

専用利用料金の上限額 

 名称 使用 区分 使用時間及び期間  

 午前（午

前９時か

ら正午ま

で） 

午後（午

後１時か

ら午後４

時３０分

まで） 

夜間（午

後５時３

０分から

午後９時

まで） 

全日（午

前９時か

ら午後９

時まで） 

 

 （略）  



  （略） アマチュ

アスポー

ツ 

 

入場料金の類

を徴しない場

合 

  

  

 北条野

球場 

 

 霞ケ浦

第３野

球場 

午前９時から午後９時まで 

（ただし、４月１日から１０月３１日までは 

午前６時から午後９時まで） 

２時間につき、４，４００円 

 

 入場料金の

類を徴する

場合 

１７，６

００円 

２６，４

００円 

３５，２

００円 

７９，２

００円 

 

 三滝テ

ニスコ

ート 

入場料金の類

を徴しない場

合 

 （略）  

 （略） 

 （略）  

備考 （略） 

 

改正前 

別表第２（第７条関係） 

専用利用料金の上限額 

 名称 使用 区分 使用時間及び期間  

 午前（午

前９時か

ら正午ま

で） 

午後（午

後１時か

ら午後４

時３０分

まで） 

夜間（午

後５時３

０分から

午後９時

まで） 

全日（午

前９時か

ら午後９

時まで） 

 

 （略）  

  （略） アマチュ

アスポー

ツ 

入場料金の類

を徴しない場

合 

 （略）  

  

 北条野  



球場  

三滝テ

ニスコ

ート 

  

 （略） 

 （略）  

備考 （略） 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

 (1) 第２条の規定 平成３１年７月５日 

 (2) 第３条の規定 平成３１年１０月１日 

 (3) 第４条の規定及び附則第２項の規定 平成３２年５月２９日 

 （四日市市都市公園条例の一部改正） 

２ 四日市市都市公園条例（昭和３８年四日市市条例第１０号）の一部を次のように

改正する。 

 

改正後 

別表第１（第８条関係） 

名称 位置 

 （略） 

四日市市霞ケ浦第２野球場 （略） 

四日市市霞ケ浦第３野球場 四日市市大字羽津甲 霞ケ浦緑地 

四日市市霞ケ浦プール （略） 

 （略） 
 

 

 

改正前 

別表第１（第８条関係） 



名称 位置 

 （略） 

四日市市霞ケ浦第２野球場 （略） 

四日市市霞ケ浦プール （略） 

 （略） 
 

 

 

（経過措置）  

３ 第１条の規定による改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例第７

条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市運動施設の使用許可に

係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市運動施設の使用許可に係

る利用料金の上限額については、なお従前の例による。  

４ 第３条の規定による改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例（次

項において「新条例」という。）第７条第２項、別表第２、別表第３及び別表第５

の規定は、平成３１年１０月１日以後に行う四日市市運動施設の使用許可に係る利

用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市運動施設の使用許可に係る利用

料金の上限額については、なお従前の例による。  

５ 新条例別表第４の規定は、平成３１年１０月１日以後に発行する回数使用券の上

限額から適用し、同日前に発行する回数使用券の上限額については、なお従前の例

による。  

 （準備行為） 

６ 霞ケ浦第３野球場の使用許可に関し必要な手続きその他の行為は、平成３２年５

月２９日前においても行うことができる。 

（スポーツ・国体推進部スポーツ課）  


